
 

   利根町蜂駆除補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，蜂による危害を防止し，町民生活の安全とより良い環境づくり

に寄与するため，蜂の巣を委託駆除した者に対して，予算の範囲内において利根町

蜂駆除補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し，利根町補助金等交

付規則(平成５年利根町規則第４号)に定めるもののほか，必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１） 蜂 スズメバチ亜科スズメバチ類及びアシナガバチ亜科アシナガバチ類     

をいう。 

（２） 町税等 住民税，固定資産税，都市計画税，軽自動車税，国民健康保険税，       

介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。 

（補助対象者) 

第３条 補助金の交付対象者は，蜂の巣（事業の用に供されている土地又は建物（店

舗兼住宅を除く。）に営巣されているものを除く。）を業者に依頼して駆除した者で

あって，次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 （１） 町の住民基本台帳に記載されていること。 

 （２） 町内に所在する土地又は建物を所有していること。 

 （３） 町税等を滞納していないこと。 

 （４）  申請年度において当該補助金の交付を受けていないこと。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は，巣の除去に要した費用に２分の１を乗じて得た額（１００円

未満の端数は切り捨てる。）とし，１０，０００円を限度とする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者，巣の駆除終了後，利根町蜂駆除補助金交

付申請書兼請求書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて，町長に提出し

なければならない。 



 （１） 駆除費用に係る領収書の写し 

 （２） 駆除を行った場所の位置図及び見取り図 

 （３） 全景並びに駆除前及び駆除後の写真（巣及び蜂の種類が分かるもの） 

 （４） その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の交付申請の時期は，巣の駆除を実施した日から３０日以内又は当該年度の

３月３１日のいずれか早い日までとする。 

（補助金の交付決定等） 

第６条 町長は，前条第１項の交付申請について審査の上，補助金の交付の可否を決

定し，利根町蜂駆除補助金交付・不交付決定通知書（様式第２号）により申請者に

通知するものとする。 

（補助金の交付決定の取消し及び返還） 

第７条 町長は，前条の規定による通知を受けた者が，次の各号のいずれかに該当す

ると認めるときは，補助金の交付決定を取り消すものとする。 

（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 

（２） その他町長が補助金の交付が不適当と認めたとき 

２ 町長は，前項の規定により補助金の交付を取り消したときは，利根町蜂駆除補助  

金交付取消通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

３ 町長は，第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において，既に

交付した補助金があるときには，補助金の交付決定を取り消した者に期限を定めて

補助金の返還を命ずるとものとする。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，町長が別に定める。 

 

 

   附 則 

 この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


